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九
州
公
法
判
例
研
究
会

岩
手
県
議
会
靖
国
神
社
公
式
参
拝
決
議
損
害
賠
償
代
位
訴
訟
及
び
岩
手

県
知
事
ら
に
対
す
る
靖
国
神
社
玉
串
料
支
出
損
害
賠
償
代
位
訴
訟
第

一審

判
決損

害
賠
償
代
位
請
求
事
件
、
盛
岡
地
裁
昭
五
六

(行

ウ
)
二
号

・
同

五
七

(行

ウ
)
四
号
、

昭
62

・
3

・
5
民
二
部
判
決
、

一
部
却
下
、

一
部
棄
却

(控
訴
)
、
判
例
時
報

一
二
二
三
号

三
〇
頁

〔事
実
)

一

岩
手
県
議
会
靖
国
神
社
公
式
参
拝
決
議
損
害
賠
償
代
位
請
求
事
件

(以
下
、
「甲
事
件
」
と
い
う
)

昭
和
五
四
年

一
二
月
一
九
日
、
岩
手
県
議
会
は
内
閣
総
理
大
臣
等
に
対

し
て
、
「靖
国
神
社
公
式
参
拝
を
実
現
せ
ら
れ
た
い
」
と
の
決
議
を
し
、

被
告
議
長
お
よ
び
被
告
議
員
ら
は
本
件
決
議
を
内
容
と
す
る
意
見
書
等
を

内
閣
総
理
大
臣
等
に
提
出
し
た
。
岩
手
県
の
住
民
で
あ
る
原
告
ら
は
、
本

件
決
議
が
要
請
す
る
公
式
参
拝
は
国
家
機
関
の
宗
教
活
動
、
特
定
宗
教
へ

の
援
助
活
動
に
あ
た
り
、
そ
の
参
拝
の
た
め
の
公
金
の
支
出
は
特
定
の
宗

教
団
体
に
対
し
便
宜
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
憲
法
二
〇
条

一
項
後

段
、
同
条
三
項
お
よ
び
八
九
条
に
違
反
す
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
違
憲

行
為
を
求
め
る
本
件
決
議
も
違
憲
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
被

告
議
長
は
議
会
事
務
の
統
理
者
と
し
て
の
権
限
に
基
づ
き
本
件
決
議
を
内

容
と
す
る
意
見
書
等
の
印
刷
お
よ
び
そ
れ
ら
を
提
出
す
る
た
め
の
旅
費
の

支
出
負
担
行
為
を
し
、
ま
た
被
告
議
員
ら
は
本
件
決
議
を
成
立
さ
せ
本
件

支
出
の
原
因
と
な
る
べ
き
行
為
を
し
て
、
岩
手
県
に
損
害
を
与
え
た
と
し

て
、
主
位
的
に
は
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第

一
項
四
号
前
段
に
基
づ

い
て
損
害
賠
償
の
代
位
請
求
を
行
っ
た
。
ま
た
予
備
的
に
、
被
告
議
長
は

違
憲
無
効
な
本
件
決
議
に
基
づ
く
支
出
に
つ
い
て
不
当
利
得
を
し
、
被
告

議
員
ら
は
本
件
決
議
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
不
法
行
為
に
よ
り
岩
手
県
に

損
害
を
与
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
岩
手
県
は
被
告
議
長
に
対
す
る
不
当
利
得

返
還
請
求
お
よ
び
被
告
議
員
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
怠
っ
て
い
る

と
し
て
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
後
段
に
基
づ
い
て
各
代
位
請

求
を
行
っ
た
。

二

岩
手
県
知
事
ら
に
対
す
る
靖
国
神
社
玉
串
料
支
出
損
害
賠
償
代
位

請
求
事
件

(以
下
、
「
乙
事
件
」
と
い
う
)

岩
手
県
は
、
昭
和
五
六
年
靖
国
神
社
に
対
し
玉
串
料
な
い
し
献
燈
料
と

し
て
三
回
に
わ
た
り
各
七
〇
〇
〇
円
を
支
出
し
た
。
こ
の
支
出
に
つ
い
て

は
、
同
県
組
織
規
則
お
よ
び
専
決
規
程
に
基
づ
い
て
同
県
福
祉
部
厚
生
援

護
課
長
が
そ
の
支
出
負
担
行
為
お
よ
び
支
出
命
令
を
専
決
し
た
。
岩
手
県

の
住
民
で
あ
る
原
告
ら
は
、
本
件
公
金
支
出
は
憲
法
八
九
条
、
二
〇
条

一

項
、
同
条
三
項
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
、
同
県
の
公
金
支
出
に
つ
き
支

出
負
担
行
為
お
よ
び
支
出
命
令
の
権
限
を
有
す
る
被
告
知
事
、
知
事
の
公

金
支
出
権
限
の
委
任
を
受
け
て
い
る
被
告
福
祉
部
長
お
よ
び
本
件
支
出
を



専
決

し
た
被
告
福
祉
部
厚
生
援
護

課
長
が
違
憲
無
効
な
本
件
支
出

に
よ
り

岩
手
県

に
損
害
を
与
え
た
と
し
、
地
方
自
治
法

二
四
二
条

の
二
第

一
項
前

段

に
基
づ

い
て
損
害
賠
償

の
代
位
請
求
を
行

っ
た
。

〔判
旨
〕

一

ま
ず
甲
事
件

の
主
位
的
請
求
に
対
し

て
、
本
判
決
は
被
告
適
格

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
判
示
し
た
。
地
方
自
治
法
第

二
四
二
条

の
二
第

一
項

四
号
前
段
に

い
う

「
当
該
職
員
」

と
は
、
当
該
訴

の
前
提

で
あ
る
同
法

二

四
二
条

一
項

の
監
査
請
求

に
お
け
る

「
当
該
地
方
公
共
団
体

の
長
若
し
く

は
委
員
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体

の
職
員
」

で
あ

る

と

こ
ろ
、
「
地
方
自

治
法
上

の
用
語
例

に
照
ら
し
、
議
長
及
び
議
員
が
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
ら

な
い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
」
さ
ら
に

「
同
号
前
段

の
当
該

職

員

は
、
公

金

の
支
出
等
の
財
務
会
計
上
の
権
限
を
有
す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
要
す

る
」
が
、
「議
長
及
び
議
員
に

つ
い
て
財
務
会
計
上

の
権
限
が
あ

る

こ
と

を
定
め
た
規
定

は
な
」
く
、
「
お
よ
そ
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の

機

構

と

し

て
議
決
機
関
と
執
行
機
関
を
截
然
と
分
離
し
叙
上

の
規
定
を
お
い
て
い

る
法

の
下
に
お
い
て
は
、
議

長
又
は
議
員
が
議
会

の
構
成
員
た
る
地
位
を

離
れ

て
個
々
に
財
務
会
計
上
の
行
為
を
な
し
う
る
権
限
を
有

し
な
い
も

の

と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
。」
本
件
印
刷
費
に

つ
い
て
は
、
議
会
事

務

局

の

印
刷
外
注

の
請
求
を
受
け
た
出
納
局
総
務

課
長
補
佐
が
代
決

に
よ
り
支
出

負
担
行
為

(印
刷
契
約
)
を
し
、
同
課
長
が
支
出
命
令
を
し
た
こ
と
、
ま

た
本
件
旅
費

に

つ
い
て
は
、
議
会
事
務
局
職
員
が
旅
行
命
令
票
お
よ
び
旅

行
概
算
請
求
書
を
出
納
局
総
務
課

に
提
出

し
、
同
課
長
補
佐
が
代
決

に
よ

り
支
出
負
担

行
為
お
よ
び
支
出
命
令
を
し
た
こ
と
か
ら

す

れ

ば
、
「
被
告

ら
は
本
件
支
出

に

つ
き
支
出
負
担
行
為
及
び
支
出
命
令
を
な
す
地
位

に
は

な
く
、
法

二
四
二
条

の
二
第

一
項

四
号
前
段
の
職
員

で
も
な
く
、
も
と
よ

り
本
件
決
議

が
支
出
負
担
行
為

に
あ
た
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
本
件
決

議

の
内
容
及
び
法

二
三
二
条

の
三
の
規
定

に
照
ら
し
明
白

で
あ

る
。
」
本

件
出
張

に
つ
き
、
被
告
議
長
が
行

っ
た
旅
行
命
令
票

へ
の
押

印

は
、
「旅

行
命
令

の
決
裁
と
は
異
り
、
当
該
議
員
が
出
張
し
又
は
そ

の
出
張
が
既

に

行
わ
れ
た
事
実

の
確
認
を
意
味
す

る
単
な
る
事
実
上

の
行
為

と
解
す
る

の

が
相
当

で
あ
る
」
と
し

て
、
本
判
決
は
議
長
お
よ
び
議
員
ら
は
被
告
適
格

を
有
し
な

い
と
判
示
し

て
請
求
を
却
下
し
た
。

二

予
備
的
請
求

に
対
し
て
本
判
決
は
被
告
適
格
を
問
題
と
す

る
こ
と

な
く
直

ち
に
本
件
決
議

の
違
法
性

の
問
題
に
入
り
次

の
よ
う
に
判
示
し
て

請
求
を
棄
却

し
た
。
本
件
決
議
が
内
閣
総
理
大
臣
等
に
公
的
資
格

で
参
拝

を
行
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と

す

れ

ば
、
「
そ
の
参
拝
を
も

っ
て

し

て
憲
法

二
〇
条

一
項
、

三
項

に
違

反
す
る
も

の
と
判
断
す

る
こ
と
は
で

き
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、
公
人
と
私
人
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
内
閣
総
理

大
臣
等

は
私
人
と
し
て
思
想
及
び
良

心
の
自
由
、
信
教

の
自
由
を
有

し
、

か

つ
ま
た
政
治
的
中
立

を
要
求
さ
れ
な
い
公
人
た
る
政
治
家
と
し
て
、
自

己

の
信
念

に
従

っ
て
行
動
し
う
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
し
て
憲

法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権

の
う
ち
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自

由

の
如
き
は
、
天
賦
人
権

の
最
た
る
も

の
で
あ

っ
て
、
国
家

に
優
先
す
る

こ
と
は
何
人
も
否
定
し
え
ず
、
公
人
で
あ
る

こ
と
に
よ

っ
て
こ
れ
を
制
限

す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

こ
ろ

で
あ
る
か
ら
、
そ

の
自
然
人

の
発
露
と



し

て
の
参
拝
を
行
う
に
つ
き
、

一
方

で
は
私

人
と
し

て
許
容

さ
れ
、
他
方

で
は
公
人
と
し
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え

な

い

か

ら

で

あ

る
。」
さ
ら

に
、
本
件
決
議

の
内
容

を
憲
法
二
〇
条

一
項
、
三
項

に

違

反

す
る
と

い
う

べ
き
国
の
行
事
と
し
て
参
拝
す
る

こ
と
を
求
め
る
も

の
で
あ

る
と
し
て
も
、
本
件
決
議

の
可
決

を
も

っ
て
違
憲
無
効

の
行
為

と
い
う

こ

と
は
で
き
な

い
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
本
件

決

議

は
、
「
法
律
に
基
づ
か
な

い
単

な
る
事
実
行
為
と
し

て
の
意
思

の
表
明
で
あ

っ
て
、
そ
の
内
容
は
国

会
又
は
政
府
機
関

へ
の
要
請

に
過
ぎ

な
い
か
ら
、
何

ら
の
法
的
効
果
を
伴

う
も

の
で
は
な
く
」
、
「
被
告
ら
は
普

通
地
方
公
共
団
体

の
議
会

の
議
員
と

し
て
の
政
治
職

で
あ
る
か
ら
、
そ

の
決
議
を
も

っ
て

一
定

の
政
治
的
要
求

の
表

明
を
な
し
う
る
も

の
と

い
う

べ
く
、
本
件
決
議

も
そ
の
政
治
的
要
求

の
表

明
と
考
え
ら
れ
」
、
「
政
治
的
要
求

の
発
表
は
憲
法

一
九
条
が
保
障
す

る
思
想
良
心

の
自
由

及
び
憲
法
二

一
条
が
保
障
す
る
言
論

の
自
由
に
属
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
住
民
が
被
告
ら
に
対
し
本
件
決
議
を
可
決
し
た
こ
と

を
理
由
と
し

て
政
治
的
責
任
を
問
う
こ
と

は
別
と
し
て
、
法
律
上
何
人
も

こ
れ
を
問
責

で
き
な

い
も

の
と

い
う

べ
き

で
あ
る
。」

三

乙
事
件

に
つ
い
て
本
判
決
は
ま
ず
本
件
訴
訟

に
地
方
自
治
法
第

二

四
三
条

の
二
第

一
項

の
適

用
は
な

い
と
し
た
上

で
、
被
告
知
事
お
よ
び
被

告
福
祉
部
長
は
以
下

の
理
由

で
被
告
適
格

を
欠
く
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
専
決
規
程

二
条

に
よ
る
と
、
専
決
権
者

は
授
権
さ
れ
た
事
務

に
つ
き
常

時
授
権
者
に
代
わ

っ
て
決
裁
を
行
う

の
で
あ

る
か
ら
、
反
面
、
授
権
者

は

そ
の
授
権

し
た
事
項

に
つ
き
、
監
督
権
限
を
有
す
る

こ
と
は
別
と
し
て
、

決
裁
権
を
有

し
な
い
も

の
と
解
す

べ
き

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う

な
専
決

は
、
対
外
的

な
意
思
表
示
と
し
て
は
本
来

の
機
関
た
る
知
事
又
は

受
任
者

の
名
を
表
示
し
て
行
う
も

の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
内
部
的

な
意
思

決
定
は
専
決
権
者
限
り
に
お

い
て
行
う
い
わ
ゆ
る
内
部
的
委
任
で
あ
り
」
、

こ
の
よ
う
な

「
内
部
的
委
任

の
性
質

と
違
法
な
公
金
の
支
出
を
理
由
と
す

る
普

通
地
方
公
共

団
体

の
長
又
は
法

二
四
二
条

の
二
第

一
項
四
号
所
定

の

職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求

の
住
民
訴
訟
が
、
違
法

な
職
務
行
為
を
し

て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

に
損
害
を
与
え
た
当
該
長
又
は
職
員

の
個
人

責
任
を
追
求
す
る
制
度
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
内
部
的
委
任
を
し

て
自
己

の
権
限
を
離
れ
、
自
ら
処
理
し
な
い
事
務

に
つ
い
て
ま

で
責
任

を

問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「直
接
支

出
負
担
行
為
及
び
支
出
命
令
を
な
し
得
る
権
限
と

こ
れ
に
対
す
る
指
揮
監

督
権
と
は
区
別
し

て
考
え
る
べ
き

で
あ
り
」
、
「
委
任

の
内
容

に
何

の
法
規

違
反
も
認
め
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
委
任
事
項

に

つ
き
指
揮
監

督
権
が
あ
る
こ
と
を
も

っ
て
本
件
請
求

の
根
拠
と
す
る

こ
と

は

で
き

な

い
。
」
四

本
判
決

は
、
専
決
規
程
七
条

に
基

づ
い
て
靖
国
神
社

に
対
す
る
玉

串
料
お
よ
び
献
燈
料

の
支
出
負
担
行
為
お
よ
び
支
出
命
令

を
専
決
し
た
被

告
厚
生
援
護
課
長
に

つ
い
て
被
告
適
格
を
認
め
、
本
件
支
出

に

つ
き
以
下

の
実
体
判
断
を
行

っ
た
。
す
な
わ
ち
本
判
決
は
い
わ
ゆ
る
津
地
鎮
祭
事
件

の
最
高
裁
昭
和
五
七
年
七
月

一
三
日
大
法
廷
判
決

の
考

え

方

を

前

提

と

し
、
「
本
件
各
支
出

は
靖
国
神
社

に
対
す
る
参
拝

に
伴
う
も
の

と

し

て
、

又
は
そ
の
参
拝
に
代
え

て
し
た
も

の
で
は
な
く
、
戦
没
者

の
慰
霊

の
た
め

の
社
交
的
儀
礼

(
死
者
儀
礼
)
と
し

て
な
さ
れ
た
贈
与

で
あ

っ
て
、
宗
教



的
行
事

に
あ
た
ら
な

い
か
ら
、
憲
法
二
〇
条

三
項
に
抵
触
す
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
右
支
出
の
趣
旨
目
的
及
び
金
額

に
照
ら
し
、
岩
手
県
が
靖

国
神
社

に
特
権
を
与
え
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
し
、
宗
教
法
人

で
あ
る
同

神
社
を
援
助
、
支
援
す
る
た
め

の
支
出
と
い
う

こ
と
も
で
き
な

い
か
ら
、

憲
法
二
〇
条

一
項
、
八
九
条

に
も
抵
触
す
る
こ
と
は
な

い
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
さ

ら

に
、
「
法
二
四
二
条

の
二
第

一
項
四
号
前
段

の
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
す

る
た
め

に
は
、
当
該
支
出

の
違
法

に
つ
き

当
該
職
員
の
故
意
又
は
重
過
失

の
存
在
が
要
件
と
さ
れ

て
い
る
」
が
、
被

告
厚
生
援

護
課
長

に
は
故
意
又

は
重
過
失
は
な
か

っ
た
と
し
て
、
請
求
を

棄
却
し
た
。

〔研
究
〕
判
旨

に
疑
問
あ
り
と
す
る
。

一

本
件

は
、
岩
手
県
議
会

に
よ
る

「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
を
実
現
せ

ら
れ
た

い
」
と
の
決
議

に
基
づ
く
意
見
書
等
に
係
る
印
刷
費
お
よ
び
旅

費

の
支
出

に
つ
い
て
、
ま
た
岩
手
県
が
靖
国
神
社

に
対
し

て
行

っ
た
玉
串
料

等

の
支
出
に

つ
い
て
、
そ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
違
法
な
公
金
の
支
出

に
あ
た

る
と
し

て
、
岩
手
県
住
民
が
岩
手
県
議
会
議

長
個
人
お
よ
び
議
員
ら
個
人
、

ま

た
岩
手
県
知
事
個
人
ら
を
被
告
と
し

て
提
起
し
た

二
件

の
損
害
賠
償
代

位
請
求
訴
訟
の
第

一
審
判
決
で
あ

る
。
本
判
決
が
内
閣
総
理
大
臣
等

に
よ

る
靖
国
神

社
公
式
参
拝
お
よ
び
岩
手
県

に
よ
る
靖
国
神
社

へ
の
玉
串
料

等

の
支
出
が

い
ず

れ
も
合
憲

で
あ

る
と
判
示
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
憲
法

上
様

々
な
議
論
が
予
想
さ
れ
る
と

こ
ろ

で
は
あ

る

が
こ
れ

ま
で

の
と

こ
ろ
.
奥
平

康
弘

「
ど

こ
へ
ゆ

く
、

わ
が

司
法

・
岩
手

〃
靖
国
〃
判
決
の
場
合
」
法
律
時
報
五
九
巻
七
号
六
六
頁
、
滝
沢
信
彦

「
靖
国

神
社
公
式
参
拝
決
議

・
玉
ぐ
し
料
公
金
支
出
の
合
憲
性
」
法
学
教
室
八
二
号
八
三
頁
参
照

本
稿
で

は
、
本
件
住
民
訴
訟
上

の
論
点
と
り
わ
け
地
方
自
治
法

二
四
二
条
の
二
第

一
項
四
号
請
求

に
お
け
る
被
告
適
格

の
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
。

二

地
方
自
治
法
二
四
二
条

の
二
第

一
項
四
号
所
定

の
い
わ
ゆ
る
代
位

請
求
訴
訟
と
は
、
「
地
方
自
治
法

二
四
二
条

一
項
所
定

の
地
方
公

共

団

体

の
執
行
機
関
又

は
職
員

に
よ
る
同
項
所
定

の

一
定

の
財
務
会
計
上

の
違
法

な
行
為
又
は
怠

る
事
実

に
よ

っ
て
地
方
公
共
団
体
が
被

り
、
又
は
被

る
お

そ
れ

の
あ
る
損
害

の
回
復

又
は
予
防
を
目
的
と
す
る
も

の

で

あ

り
」、
地

方
公
共
団
体
が

「
当
該
職

員
又
は
当
該
違
法
な
行
為
若

し
く
は
怠
る
事
実

に
係
る
相
手
方

に
対
し
、
実
体
法
上
同
法

二
四
二
条

の
二
第

一
項
四
号
所

定

の
請
求
権
を
有
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
積
極
的

に
行
使
し
よ

う
と
し
な

い
場
合

に
、
住
民
が
地
方
公
共
団
体

に
代
位

し
右
請
求
権
に
基

つ

い
て
提
起
す

る
も

の
で
あ

る
」
最
三
判
昭
50
・
5
・
27
判
時
七
八
〇
号
三
六
頁
。
参
照
、

綿
貫
芳
源

『注
釈
地
方
自
治
法
皿
」
二
三

七
-
二

三
八

頁
、
佐
藤
英
善

「
住
民
訴
訟
』
八
ニ
ー
八
三
頁
、
関
哲
夫

『
住
民
訴
訟
論
』

一
〇
1

一

一
頁
、
山
田
二
郎

「代
位
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
」
地
方
自
治
判
例
百
選
二
〇
八
頁

。

こ

の
実

体

法
上

の
請
求
権
と
し

て
、

四
号
前
段
が

「
当
該
職
員

に
対

す
る
損
害
賠
償

の
請
求
若

し
く
は
不
当
利
得
返
還

の
請
求
」
を
、
ま
た
四
号
後
段
が

「当

該
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
に
係
る
相
手
方

に
対
す
る
法
律
関
係
不
存
在

確
認

の
請
求
、
損
害
賠
償
の
請
求
、
不
当
利
得
返
還

の
請
求
、
原
状
回
復

の
請
求
若
し
く
は
妨
害
排

除
の
請
求
」
を
規
定
し

て
い
る
。
従

っ
て
四
号

請
求

の
被

告
適
格
と
は
、

「
当
該
職
員
」
お
よ
び

「
相
手
方
」
が

い

か

な

る
範
囲

に
属
す

る
者
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
な
お
.
四
号
請
求
に
お
け
ろ
職
員
は
、
他

の
一
ー
三
号
請
求
に
お
け
る
と
異
な
り
、

私
人
た
る
職
員
個
人
で
あ
つ
て
.
機
関
と
し
て
地
位
に
あ
る
者
で
は
な
い
。
参
照
、
佐
藤
萌
掲
書
八
ニ
ー
八
三

頁
.
杉
村
敏
正
・
室
井
力
編

「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
地
方
自
治
法
」
七

一
五
頁
、
山
田
前
掲
二
〇
九
頁
お
よ
び
京

都
地
判
昭
54
・
11
・
30
判
時
九
六
二
号
五
七
頁
な
ど
。
ま
た
、
被
告
の
確
定
に
つ
い

て
、
寺
田
友
子

「
四
号
請
求
の
被
告
適
格
」
民
商
九
五
巻
パ
号
八
五

一
-
八
五
三
頁

本
件

に
お

い

て
甲
事
件

の
主
位
的
請
求
お
よ
び
乙
事
件
は
四
号
前
段
、
ま
た
甲
事
件

の



予
備
的
請
求
は
四
号
後
段
に
基
づ
く
代
位
請
求
訴
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
て

い
る

の
で
、
以
下
順
次
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三

甲
事
件

の
主
位
的
請
求

に
お

い
て
原
告
ら
は
、
岩
手
県
議
会
議

長

お
よ
び
議

員
ら
に
よ
る
議
決

に
基
づ
く
本
件
印
刷
費
お
よ
び
旅
費

の
支
出

を
違
法
と
し
て
、
岩
手
県
が
地
方
自
治
法

二
四
二
条

の
二
第

一
項
四
号
前

段
所
定

の
当
該
職
員
と

い
う
べ
き
被
告
ら
個
人

に
対
し
て
有
す
る
違
法

な

公
金
支
出
相
当
額

の
損
害
賠
償
請
求
権
を
代
位
行
使
す
る
。

こ
れ

に
対

し

て
本
判
決
は
、
被
告
議
長
お
よ
び
議
員
ら
個
人
が

「
当
該
職
員
」

に
該
当

す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
を
公
金

の
支
出
等
財
務
会
計
上
の
権
限

の
有

無

に
求
め
、
結
局

そ
の
権
限
が
な
い
こ
と
お
よ
び
実
際

に
も
本
件
支
出
に

つ

き
支
出
負
担
行
為
、
支
出
命
令
を
行

っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由

に
被
告
適

格
を
欠
く
と
し
て
訴
を
却
下
し
た
。

こ
の
よ
う
に
財
務
会
計
上

の
権
限

を

有
し
な

い
が
故

に
四
号
前
段

の

「
当
該
職
員
」

に
該
当
し
な
い
と
し
て
議

長
ら

の
被
告
適
格
を
否
定
す

る
考
え
方

は
、
議
長

に
よ
る
交
際
費

の
不
正

支

出

が

争
わ

れ

た

東
京

地

判

昭

54

・
4

・
23

判
時
九
二
四
号
四
二
頁
。
判
例
評
釈
と
し

て
、
高
部
正
男

「議
長
の
行
為
が
住
民
訴

訟
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
地
方
自
治
三
七
九
号
八
八
頁
i
九
六
頁
は
、
本
判
決
は
や
や
形
式
的

に
す
ぎ
、
交
際
費
等
の
支
出
.
使
用
に
つ
い
て
議
長
の
決
裁
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
議
長
の
被
告
適
格
を

刃
.踊め

る

こ
と
も
十

分
に
考
え

ら

れ
た

の
で
は
な

い
か
と
す

る
。

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
そ

の
控
訴
審

で
あ
る
東

京

高

判

昭

55

・
9

・
30

判
時
九
七
八

号
二
二
.貝

は
、
議

長
は
財
務
会
計
上

の
権
限
は
有

し
な

い
が
、

議
会
局

の
事
務
の
最
高

の
統
理
者
と
し
て

七.項

参
照
.
地
方
自
治
法

一

〇
四
条
.

=
二
へ
条
第

当
該
支
出

に
関
与
し
、

そ
れ
に

つ
い
て
職
務
上

の
責

任

を

有

す

る

以

上
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
第

一
項
所
定
の

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職

員
」
に
該

当
す
る
と
し
て
本
件
を

一
審

に
差
し
戻
し
た

は
、

一
審
判
決
の
考
え
方
を
芝
持
し
、
議
長
は
被
告
適
格
を

有
し
な
い
と
し
た
。
参
昭
、
時
の
法
令

=
二
〇
七
号
八
八
頁

被
控
訴
人
の
上
告
に
対
し

て
最
二
剛
昭
砲
・
4
・
-o

し
か
し
、

こ
の
控
訴
審

は
被

告

の
財
務
会
計
上

の
権
限
の
有
無
、
事
実
上

の
関
与

の
有
無
を

「
当
該
職

員
」

に
該
当
す

る
か
否
か
の
訴
訟
要
件

と
す
る
点
で
は
第

一
審
と
同
じ
立

場

に
あ
る
も

の
と
言
う

こ
と
が

で
き
る
。

こ
う
し
た
考

え
方

に
対
し
て
、

議
員

の
海
外
視
察
旅
費
支
出

に
係
る
議
長
の
行
為
が
争
わ
れ
た
大
阪
地
判

昭

57

・

11

・
10

判
時

一
〇
七
二
号
九
六
頁
。
判
例
評
釈
と
し
一

て
、
関
哲
夫

・
判
例
評
論
二
九
五
号

一
〇
頁
魑

は
、
「
本
件
訴
訟

で
被
告

適
格

の
あ
る
者

は
、
原
告
ら
に
よ
り
訴

訟
の
目
的

で
あ
る
堺
市
が
有
す
る

実
体
法
上

の
損
害
賠
償
請
求
権

(
但
し
、
財
務
会
計
上
の
行
為
を
し
た
こ

と

に
よ

っ
て
生

じ
た
も

の
に
限
ら
れ
る
)

を
履
行
す
る
義
務
が
あ
る
と
主

張
さ
れ

て
い
る
個
人

で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
、
最

三
判

昭

53

・
6

・
23

判
時
八
九
七

号
五
四
頁

)
の
考
え
方

に
立
ち
、
「
本
件
で
は
、
原
告
ら
が
、

右
被
告
両
名
が
公
金

の
支
出

に

つ
き
何
ん
ら
か
の
財
務
会
計
上

の
行
為

に

関
与
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
堺
市

に
対
し
て
損
害
賠
償

の
義
務

を
負
う

こ
と

を
主
張
し
て

い
る
以
上
、
右
被
告
両
名
は
被
告
適
格
が
あ
る
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
右
被
告
両
名
が
議

長
と
し
て
如
何

な
る
権
限
に

基
づ

い
て
本
件
各
旅
行
に
関
す
る
公
金
の
支
出

に
関
与

し

た

か

の
問

題

は
、
本
案

に
入

っ
て
審
理
さ
れ
る

べ
き
で
あ

っ
て
、
本
案
前

の
被
告
適
格

の
問
題

で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た

支
持

し

た
。

控
訴
審
大
阪
高
判
昭
58
・
9

・
30
行
裁
例

集
三
四
巻
九
号

一
七

一
八
頁
も
第

一
審
を

そ
も
そ
も
四
号
請
求
は
、
地
方

公
共
団
体
に
損
害
を
与
え
た
職
員

個
人

に
対
す

る
代
位
訴

訟
で
あ
る
か
ら
、
被
告
適
格

は
誰
が
地
方
公
共
団

体

に
損
害

を
与
え
た

の
か
と

い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る

べ
き

で
あ
り
、

当
該
支
出
に

つ
い
て
の
権
限
が
な
く
と
も

そ
れ

に
事
実
上
関
与
し
た
場
A
[

に
は
、
そ
の
者

は
責
任
を
負

う
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
寺
田
前
掲
論

文
八
六

一
頁

さ
ら

に
、

四
号
前
段

の

「当
該
職
員
」

に
該
当
す
る
こ
と
を
訴
訟
要
件
と



す
る
と
し

て
も
、
何
を
も

っ
て

「
当
該
職
員
」
と
解
す
る
か
は
条
文
上
必

ず
し
も
明
確

で
は
な
く
、
ま
さ
に
前
記
東
京

都
議
会
議
長
交
際
費
不
正
支

出
事
件

の
第

一
審
と
控
訴
審

の
如

く
、

そ
の
判
断
基
準

の
相
違
に
よ
り
被

告
適
格

の
範
囲
が
左
右
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

こ
の
限
り
で
.
支
出
権
限
の
有
無
を
本
案

前
或
い
は
本
案
に
お
い
て
行
う
か
は
、
そ

れ
が
い
ず
れ
の
場
合
で
も
審
査
さ
れ
る
が
故
に
、
原
告
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
.
却
下
か
棄
却
の
差
に

す
ぎ
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
つ
と
も
出
訴
期
間
の
定
め
が
あ
る
た
め
、
却
下
判
決
後
の
再
提
起
け

事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
却
下
と
棄
却
の
差
は
な
い
と

い
え

よ
.

・(
。
参
照
、
金
子
芳
雄
・
判
例
評
論
三
二
四
号

一
六
頁
、
寺
田
前
掲
論
文
八
六

一
頁
」

公
金
支
出
等

財
務
会
計
上

の
権
限

の
有
無
お
よ
び
事
実
上

の
関
与

の
有
無
は
被
告

の
賠

償
責
任
要
件

の
問
題
と
し

て
、
形
式
的

な
審
査

に
と
ど
ま
ら
ず
、
詳
細
な

事
実
認
定

に
基
づ
く
判
断
が
必
要

で
あ
り
、
従

っ
て
、

そ
れ
ら
は
訴
訟
要

件

で
は
な
く
、
実
体
的
要
件
と
し

て
本
案

に
お

い
て
審
査
さ
れ
る

べ
き

で

あ
る
と
考
え

る
前
記
大
阪
地
判

の
考

え
方
を
妥
当
と
す
る

前
掲
書
八
六
頁
。
な
お
関
前
掲
書
二
〇
八
頁
は
.
「
当
該
職
員
」
と
は
、
当
該
行
為
を
な

す
権
限
を
有
す
る
職
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

こ
の
判
旨
に
反
対
す
る
。

同
旨
、
寺
田
前
掲
論

文
八
六

一
頁
、
佐
藤

但

し
、

四

号
前
段

に
基
づ
く
訴
訟
で
あ
る
以
上
、
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
と
し
て

の
身
分
を
有

し
な

い
全
く
の
私
人
が
被
告

と
な
り
え
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
る

こ
れ
ら
私
人
は
、
四
号
後
段
の

「相
手
方
」
と
し
て

被
告
と
さ
れ
う
る
。
参
照
、
関
前
掲
書
二
〇
六
頁

四

甲
事
件

の
予
備
的
請
求

に
お
い
て
、
本
判
決
は
被
告
適
格

に
つ
い

て
は
何
ら
言

及
せ
ず
、
直

ち
に
本
案
審
理
に
入

っ
て
い
る
。
原
告
ら

の
主

張

に
よ
れ
ば
、
被
告
議
長
は
違
憲
無
効
な
本
件
決
議

に
基
づ
き
不
当
利
得

を
し
、
ま
た
被
告
議
員
ら
は
本
件
決
議
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
不
法
行
為

に
よ
り
岩
手
県
に
損
害
を
与
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
岩
手
県
が
不
当
利
得
返

還
請
求
権
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権

の
行
使
を
怠

っ
て
い
る
と
し
て
四
号

後
段

に
基
づ
く
代
位
請
求
を
行

っ
た
と
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
四
号
後
段
は

「当
該
行
為

若
し
く
は
怠
る
事
実

に
係
る
相
手
方
」

に
対
す
る
前
記
五
種

の
請
求
を
規
定
す
る
と

こ
ろ
、
こ
の
場
合
原
告

ら
が
被
告
ら
を

「
当
該
行

為

に
係

る
相
手
方

」
と
し
た
か
、
「
怠
る
事
実
に
係

る
相
手
方

」

と

し

た

か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
後
者
す
な
わ
ち
岩
手
県
職
員

に
よ

る
当
該
支
出
行
為

の
違
法
性
そ
れ
自
体

は
訴
訟
の
対
象
と
せ
ず
、
岩
手
県

が
被
告
ら

の
不
法
行
為

に
よ
る
損
害

に
対
し
て
請
求
権

の
行
使
を
怠

っ
て

い
る
こ
と
を

「
財
産

の
管
理
を
怠

る
事
実
」
地
方
自
治
法
二

四
二
条
第

一
項

と
し

て
構
成
し
、

被
告

ら
を

そ
の
相
手
方
と
し

て
出
訴

し
た
も

の
と
考
え
ら

れ

る

こ
の
点
、
財

務
会
計
上
の

行
為
が
違
法
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
を
も
つ
て
財
産
の
管
理

を
怠
る
事
実
に
構
成
す
る
場
合
と
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
怠
る
事
実
は
当
該
行
為
と
表
裏
の
関
係
に

あ
り
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
提
起
期
間
を
徒
過
し
て
も
。
そ
の
期
間
の
定
め
の
な
い
怠
る
事
実
と

し
て
構
成
し
て
同
一
内
容
の
請
求
が
で
き
る
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
請
求
権
発
生
の
原
因
で

あ
る
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ
つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
を
基
準
と
し
て
地
方
自
治
法
二
四
二
条
第
二
項

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
参
照
、
最

二
判
昭
62
・
2
・
20
判
時

=

}二
八
号
六
六
頁
、
関
前
掲
書

一

八
〇
ー

一

八
四
頁

)。
本
件

の
場
合
、
議
長
お
よ
び
議
員
ら
は
三
で
述

べ
た
理
由

に
よ

り
四
号
前
段

に
基
づ
い
て
争
う

こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
が
、

こ
の
よ
う

な
訴
訟
構
成

に
よ
り
争
う
こ
と
も

で
き
る
と
解
す
る

(

て
い
る
こ
と
が
特

微
的
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
四
号
前
段
と

異
な
る
請
求
権
も
認
め
ら
れ

)
。
そ
し
て
、
「怠

る
事
実
」

の
相
手
方
と
し
て
被
告
適
格

を
有

す

る
者

は
、
「
怠
る
事
実
の
直
接

の
相
手
方

で
あ
る
と
否

と
に
か
か
わ
ら

ず
」
最
三
判
昭
50
・
5
・
27
判
時
七
八
〇
号
三
六
頁
。
寺
田
前
掲
論
文
八

六
六
頁
は
判
旨
賛
成
、
佐
藤
前
掲
書
八
七
t
八
八
頁
は
反
対
す
る
。

職
員
も
含
ま
れ

寺
田
前
掲
論
文
八
六
六
-
八
六
七
頁
。

広
島
地
判
昭
43
・
12
・
18
判
時
五
六
〇
号
四
三
頁
は
、
職
員
に
対
す

る
訴
は
損
害
賠
償
の
請
求
も
し
く
は
不
当
利
得
の
返
還
請
求
に
限
ら
れ
て
い
る
と
す
る
が
、

東
京

地

判
昭

54
・
1
・
29
行
裁
例
集
三
〇
巻

一
号
六
一
頁
は
、
原
告
主
張
の
事
実
関
係
を
前
提
と
す
る
限
り
、
被
告

土
木
部
長
、
助
役
は

「怠
る
事
実
に
係
る
相
手
方
」
と
し
て
住
民
訴
訟
の
被
告
と
な
る
と
判
示
し
た
。

従

っ
て
四
号
前
段

の
場
合
と
同
様
、
原
告

ら
に
よ
り
損
害

を
賠
償
す
る
義

務
を
負
う
と
主
張
さ
れ

て
る
者
と
解
す

べ
き

と
考

え

る
(

五
四
頁

参
照
、
最

一.
一判
昭

53

・

6

・
23
判

時
.
ハ
九
七
号

五

玉
串
料

等
に
係
る
公
金
支
出

の
違
法
性

が
争
わ
れ
た
乙
事
件

に
お

い
て
、
本
判
決
は
、
本
件
支
出

を
組
織
規
則
第

七
条

二
項

一
五
号
の

「
戦



没
者
な
ど

の
慰
霊
に
関
す
る

こ
と
し
と
し

て
、
専
決
規
程
七
条

二
三
号

に

基
づ
い
て
そ
の
支
出
負
担
行
為

お
よ
び
支
出
命
令
を
専
決
し
た
福
祉
部
厚

生
課
長
に
対

し
て
の
み
被
告
適
格
を
認
め
、
知
事
お
よ
び
福
祉
部
長

に
つ

い
て
は
、
「
内
部
的
委
任
を
し
て
自
己

の
権
限

を
離
れ
、
自

ら
処

理

し

な

い
事
務

に
つ
い
て
ま

で
責

任
を
問
わ
れ
る

こ
と
は
あ

り
え
」
な
い
と
し

て

そ
れ
ら

の
被
告
適
格
を
否
定

し
た
。
す
な
わ
ち
本
判
決
は
、
公
金
支
出
等

財
務
会
計
上
の
権
限
が
内
部
委
任
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、

そ
の
受
任
専
決

者
を
も

っ
て
四
号
前
段
所
定

の

「
当
該
職
員
」
と
し
、
支
出
権
限
を
有
さ

ず

そ
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
権
限
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

い
長
そ
の
他
職

員
個
人
は
そ
れ
に
あ
た

ら
な

い
と
す
る
わ
け

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
岩
手

県
専
決
規
程
第

二
条

に
、
「
知
事
又
は
受
任
者

に
代
わ

っ
て
決
裁
す
る
こ

と
を

い
う
」
と
規
定
さ

れ
る
専

決

と

は
、
「
行
政
庁

が
、
補
助
機
関
ま
た

は
下
部
機
関
に
対

し
所
掌
事
務

に
か
か
わ
る
意
思
決
定
を
ゆ
だ
ね

つ
つ
、

対
外
的

に
は
、

行
政
庁
自
身

の
名
で
表
示
す
る
」
菊
井
康
郎

「
権
限
の
委
任
と
代
理

L
行
政
法
講
座
第
四
巻

一
四
〇
頁
)

い
わ
ゆ
る
内
部
委
任

で
あ
り
、
権
限
自

体
の
移
譲
は
な
く
単

に
事
実
上
そ

の
権
限
を
補
助
執
行
さ
せ
る
点

に
お

い
て
、
権
限

の
委
譲
を
伴
う
権
限
の

委
任
と
区
別
さ
れ
る

治
法
」

一
九

七
頁
参
照
。

専
決
が
さ
ら
に
代
理
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
菊
井
前
掲

一
四

二

頁
、
田
中
二
郎

『
新
版
行
政
法
中
巻
」
三
四

・
四
〇
頁
、
俵
静
夫

「地
方
自

こ
の
権
限

の
所
在

に
関
す
る
区
別
は
、

対
外
的

に
は
行
政
処

分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
行
政
処
分
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
が
被
告
適
格

を
有
す
る
と

い
う
点
で
意
味

を
も

つ

阿
部
泰
隆

「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
職
員
の
賠
償
責
任

(
下
)」
例
タ
五
六
二
号

一
七
頁
。
い
わ
ゆ
る
権
限
委

任
の
場
合
に
hっ
け
る
受
任
行
政
庁
の
し
た
行
政
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
受

任
行
政
庁
を
被
告
と
す
ぺ
き
で
あ
る

(最
判
昭
54
・
7
・
20
判
時
九
四
三
号
四
六
頁
)。

こ
れ

に
対

し
て
、
四
号
前
段
請
求
は
地
方
自
治
体
が
有
す
る
請
求
権
を
住
民
が
代
位

行
使
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
と
違
法

行
為
を
し
た
職
員

と
の
対
内
的
な
責

任
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
行
政
庁
と
住
民
と

の

対
外
関
係

に
お
け
る
責
任
が
問
わ
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
阿
部
前
掲
論

文

一
七
頁

従

っ
て
、
対
外
的
な
最
終

の
決
定
権
限
を
有
す
る
職
員

の
み
な
ら
ず
、
そ

の
損
害

に
事
実
上
関
与
し
た
り
、
指
揮
監
督
権
を
懈
怠
し
た
委
任
者
も
地

方
公
共
団
体

に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

べ
き
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
被
告
適
格

の
有
無
は

こ
の
観
点
か
ら
判
断
さ

れ
な
け
ば
な
ら
な
い

阿
部
前
掲
論
文

一
七
頁
、

寺
田
前
掲
論
文
八
六

一
頁

こ
の
点

に
つ
い
て
、
収
賄
罪

に
問
わ
れ

た

市

職

員

に
支
給
さ
れ
た
退
職
手

当
金
が
違
法

な
公
金

の
支
出

に
あ
た
る
と
し

て
争

わ
れ
た
事
件

に
お

い
て
、
第

一
審

は
、
「
市
長
が
職

員
の
退
職
手
当
の
裁

定

(
決
裁
)
権
限
や
支
出
命
令
権
限
等
を
、
内
部
的
に
他

の
職
員

に
委
任

し

て
い
た
と
し

て
も
、
当
然

に
市
長
が
退
職
手
当

の
支
給

に

つ
い
て
の
責

任
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事
案

に
つ
い
て
、

そ
の
退
職
手

当

の
支
給
に

つ
き
、
名
実
と
も

に
何
ら
関
与
し

て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合

に
お
い
て
は
じ
め
て
、

そ
の
責
を
免

れ
る

こ
と
が
で
き
る
も

の
と
解

す
る

の
が
相
当

で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
退
職
手
当
支
出

の
権
限
は
他

の

職
員

に
内
部
委
任
さ
れ
て
い
る
か
ら
市
長
は
四
号
前
段

の

「
当
該
職
員
」

に
あ
た
ら
な
い
と

の
被

告
の
主
張
を
退
け
た
横
浜
地
判
昭

52

・
12

・
19
判
時

八

七
七
号

三
頁
。

同
旨
の
も

の
と

し
て
、

名

古
屋
地

判
昭
46
。
12
・
24
行
裁
例
集
二
二
巻

一
一
・
一
二
号
二
〇
五
八
頁
が
あ
る
が
、
こ
の
控
訴
審
で
あ
る
名
古
屋

高
判
昭
50
・
2
・
10
行
裁
例
集
二
六
巻
二
号

一
五
五
頁
は
、
当
事
者
適
格
を
欠
く
と
し
て
訴
を
却
下
し
た

さ
ら

に
同
控
訴
審
は
、
「右
訴
訟

の
被
告
適
格
を
有
す
る
者

は
、

右

訴

訟

の
原
告

に
よ
り
訴
訟

の
目
的
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
有
す

る
実
体
法
上

の
請
求
権
を
履
行
す
る
義
務

が
あ
る
と
主
張
さ
れ

て
い
る
者

で
あ
る
と
い

う
べ
き
」
と
し
て
市
長
個
人
の
被
告
適
格

を
認
め
、
地
方
自
治
法
二
四
二

条

の
二
第

一
項

四
号
前
段
所
定

の

「
当
該
職
員
」
は
、

「
同
法

二

四

二
条



一
項
を
受
け
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
こ
う
む

っ
た
損
害

の
原
因
た
る
違

法

な
支
出
行
為
を
行

っ
た
職
員
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
、
被
告
適
格
を

規
定
し
た
も

の
と
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
判
示
し
た

旨
、

東
京
地
判
昭

60

・
5

・
23

判
時

=

五
へ
号

天

五
頁

東
京
高
判
昭

55

・
3

・
31
判

時
九
六

二

号

四

四

頁
。
同

こ
の
よ
う
に
財
務
会
計
上
の
権
限
が

内

部

委

任

さ
れ

て
い
る
場
合

に
お
い
て
も
、
当
該
権
限

の
有
無
或

い
は
指
揮
監
督
等

に
よ
る
関
与

の
有
無
は
、

四
号
前
段
所
定

の

「
当
該
職

員
」

に
あ
た
る
か

否
か

の
訴
訟
要
件
と
し

て
で
は
な
く
、
被
告
が
地
方
公
共
団
体

に
対
し
て

責
任
を
負
う
か
否
か

の
実
体
的
要
件
と
し
て
、
本
案

に
お
い
て
審
理
さ
れ

る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

六

以
上
、

四
号
請
求
に
関
す
る
被
告
適
格

の
問
題
を
検
討
し
た
が
、

本
判
決
が
甲
事
件
予
備
的
請
求

に
お

い
て
示
し
た
本
件
決
議

に
関
す
る
判

旨

に
も
問
題
が
あ

る
。
公
式
参
拝

に
対
す
る
憲
法
判
断

の
適
否
は
別
と
し

て
も
、
議
会

の
決
議
は
、

ま
さ

に
本
判
決
が
い
う
よ
う

に

「法
律

に
基
づ

か
な

い
単
な
る
事
実
行
為
と
し
て
の
意
思

の
表
明
」

で
あ
り

「
何
ら

の
法

的
効
果
を
伴

う
も

の
で
は
な
」

い
の
で
あ
る
か
ら
、
決
議
の
違
憲
無
効
を

前
提
と
す
る
本
件
請
求
は
不
適
法
と
し
て
却
下
す

べ
き
で
あ

り
、
あ
え
て

本
件
決
議

の
内
容

に
つ
い
て
の
審
査
を
行
う
必
要
は
な

か

っ
た

と

考

え

る
。そ
の
他
、
地
方
自
治
法

二
四
二
条

の
二
と
同
法

二

四

三
条

の

二

と

の

関
係
参
照
.

関
前
掲
書

二
〇
九

一
二
二
三
頁
、
最

一
判
昭

61

・
2

。
27
判
時

一
一
六
三
号
三
頁
、

そ

の
判

例
評

釈
と
し

て
、
園

部
逸
夫

・
ジ

ユ
リ

ス
ト
八
六

一
号

六
八
頁
、

石
川
善
則

・
ジ

ユ
リ

ス
ト
八
六

一

号

一
二
二
頁
、
晴
山

一
穂

・
ジ
ユ
リ

ス
ト
昭

和
六

一
年
度
重
要
判
例
解
説
四
五
頁
な
ど
。

、

四
号
請
求

に
お

い
て

地
方

公
共
団
体
が

被
告
職
員
側
に
補
助
参
加
す
る
こ
と

参
昭
酬、
関
離刑
掲

書

二
二
六

ー

二

一二
六

貝
、
佐
藤
前

掲
書

一
一
七
ー

一
【
八

頁

な
ど
の

問
題
点
も
存
す
る
が
、
紙
幅

の
関
係
上

こ
れ
ら
を
指
摘

す

る

に

と

ど

め

る
。

(
村
上
英
明
)


